
政
令
第

号

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
五
の
項
ル
及
び
ヲ
中
「
四
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
」
を
「
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
」
に
、
「
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
」
を
「
一
万

五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
環
境
影
響
評
価
法
第
三
条
の
十
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
同
法
第
四
条
第
一
項

前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
若
し
く
は
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
作
成
若
し
く
は
同
条
第
六
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通



知
若
し
く
は
書
面
の
作
成
が
行
わ
れ
た
同
法
第
二
条
第
三
項
の
第
二
種
事
業
に
該
当
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
で

あ
っ
て
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
同
条
第
二
項
の
第
一
種
事
業
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

太
陽
電
池
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事
業
等
に
お
け
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
と
し
て
、
第
一
種
事
業
及
び
第
二
種
事

業
の
要
件
を
改
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


